
受験手数料下げ

窓口・郵送 13,000円

電子申請 12,800円
不動産鑑定士試験（電子申請）不動産鑑定士試験（電子申請）

パソコンから受験願書等を申し込むことができますパソコンから受験願書等を申し込むことができます

不動産鑑定士試験出願の流れ（概要）不動産鑑定士試験出願の流れ（概要）

―2016年 2月―

平成２８年２月１９日（金）～３月１１日（金）18:00まで

＜提出するもの＞
１．不動産鑑定士試験受験願書（電子申請用）xlsxファイル

２．写真（郵送による提出でも可能） JPEGファイル

電子申請による受験願書等の提出期間 等電子申請による受験願書等の提出期間 等

＜試験・申請書の記載方法に関する問い合わせ先＞

国土交通省土地・建設産業局地価調査課
（鑑定評価指導室）

03-5253-8111（代表）
対応時間：平日：9:30～18:00（12:00～13:00を除く。）

＜電子申請システムに関する問い合わせ先＞

国土交通省総合政策局行政情報化推進課
03-5253-8111（代表）
内線 （主）28-344 （副） 28-343、28-345
対応時間：平日：9:30～18:00（12:00～13:00を除く。）

「電子政府」で検索してください。 電子政府 検索

「国土交通省オンライン申請」で検索してください。

国土交通省オンライン申請システムはこちら

e-Gov電子申請システムはこちら

国土交通省オンライン申請 検索

※１ 書面申請による出願の場合と提出期間が異なりますので御注意ください。

２ パソコンの環境設定
電子証明書の確認

３ 申請書の作成・送信

e-Gov電子申請システムの手続検索機能から、『不動産鑑定士試
験』を検索し、申請に必要な様式・添付書類等の作成・送信を行い
ます。

『不動産鑑定士試験受験願書（電子申請用）』の電子媒体が詳細
情報ページに掲載されていますので、ご利用のパソコン等へ保存し
ておきます。

e-Gov電子申請システムの利用には、下記①②の導入が必要です。
①Java実行環境（Java Runtime Environment）
②e-Gov電子申請用プログラム（クライアントモジュール）
※導入作業が済んでいない方は「e-Gov電子申請システムご利用
の流れ」を御参照のうえ、e-Gov電子申請システムの導入を行って
ください。導入は10分程度で完了できます。

e-Gov電子申請システムを利用して提出した申請書の審査状況を
確認することができます。４ 審査状況の確認

国土交通省オンライン申請システムから、利用者情報を登録し、
ＩＤ・パスワードを取得します。

国土交通省オンライン申請システム

e-Gov電子申請システム

１ 利用者情報・申請手続情報
の登録

※２ 受験手数料は、受験願書を送信後、３月１６日（水）までに金融機関へ納付してください。

申請システムのメンテナンス
予定にご注意ください

3/4(金)19:10 ～ 3/6(日)18:50

システム停止



国土交通省へ申請を行うまでの手順国土交通省へ申請を行うまでの手順

１．利用者情報、法令・申請手続情報の登録

http://www.goa.mlit.go.jp/ （国土交通省オンライン申請システム）

①利用者情報を登録する

２

国土交通省オンライン申請システムの
「 ２利用者情報・申請手続情報の登録」→
「利用者情報を登録する」
をクリックして必要事項を入力し、送信します。

入力を済ませ、利用者情報の送信を行うと、登録したメールアドレス
にメールが届くので、本文中のURLにアクセスして登録を完了させ、
ID・パスワードを取得します。後述のe-gov電子申請の基本情報入力
画面で「府省照会情報」を入力する際に必要です。

「有効期間」の期限は、
「9999/12/31」のまま登録頂い
ても差し支え有りません。

利用規約を確認し、画面右下
「同意する」ボタンを押して
次の画面へ



システムからダウンロードすると自動でインストールが行われます。

②e-Gov電子申請プログラム(クライアントモジュール)の設定

e-Gov電子申請システムで届出・申請を行う場合、パソコンの環境の確認をお願いします。

推奨のJavaがインストールされていない場合はJavaのアップデートが必要となります。

推奨のJava実行環境を
インストールすると・・・

２．パソコンの環境設定

(「申請・手続きをする」→「e-Gov電子申請システム」→「e-Gov電子申請システムの利用
準備をする」)

①パソコンの確認

http://www.e-gov.go.jp/ （e-Gov電子申請システム）

手続のキーワード「不動産鑑定士」と
入力して検索します。

①申請したい手続を検索する

(「申請・手続きをする」→「e-Gov電子申請システム」→「電子申請メニュー」→「 申
請・届出」→「申請（申請者・代理人）」)

３．受験願書の作成・e-Gov電子申請システムでの送信

３



【画面の流れ】

①．画面を下にスクロールさせて、「申請書
様式」より添付書類『不動産鑑定士試験受験
願書（電子申請用）』のファイルをダウン
ロードし、事前に作成してください。

②．「申請する」ボタンをクリックします。

③．基本情報を入力します。

※国土交通省オンライン申請システムからID
を取得していても再度入力が必要です。

④．府省照会情報には国土交通省オンライン
申請システムで取得したID・パスワードを入
力して下さい。

②申請画面に進み、受験願書様式の取得・基本情報を入力

③受験願書・顔写真を添付して送信する
【画面の流れ】

①．入力フィールドに「提出年月日」「住所」「氏
名」を入力する

②．添付書類の「入力」をクリックする

③．「添付」（必須）を選択する

④．『不動産鑑定士試験受験願書（電子申請用）』を
「参照」から添付する

⑤．「添付」又は「別送」（必須）を選択する

⑥．『顔写真』を「参照」から添付する

①

②

③
④

⑤

⑦．クリックする

⑥

①

②

③・④

４

必須の箇所のみ入力
してください



４．e-Gov電子申請システムでの審査状況の確認

申請内容が表示されます。到達確
認番号と問合せ番号をメモしてく
ださい。

④申請書が到達したことを確認する

手数料納付情報が表示されます。

(「申請・手続きをする」→「電子申請システム」→「電子申請メニュー」→「 状況照会」)

申請を完了した時（到達確認をした
時）に表示される到達番号と問合せ
番号を入力して審査状況の確認がで
きます。

また、納付番号、確認番号、収納
機関番号も確認することができます。

受験願書を送信する前に納付することはできません。以下の手順で納付を行ってください。

① 受験願書を送信。願書送信後に表示される「手数料納付情報」を確認。

② 「手数料納付情報」で納付番号、確認番号、収納機関番号を確認・メモしてください。

③ 電子納付を取り扱う金融機関を「電子納付情報Webサイト」で確認。

④ ②の番号により、１２，８００円を金融機関に納付（３月１６日（水）まで）

（注意）手数料の納付が無い場合、出願の受付が確定できません。また、手数料納付後で
あっても、願書の内容に不備がある場合は出願の受付が確定できません。出願内容の審査に
は時間を要する場合がありますので、期限に余裕を持って出願してください。

受験手数料は、３月１６日（水）までに金融機関へ納付してください。
金融機関のATMやインターネットバンキングを利用して納付することが可能です。
電子納付を取り扱う金融機関については、「電子納付情報Webサイト」をご確認く
ださい。

５



不動産鑑定士試験電子申請に係るよくある質問

Q1.

「申請する」のボタンを押したら、エラーが表示された。

A1.

エラーメッセージで「電子申請に必要なプログラムの呼び出しに失敗しました・・・」と表
記された場合、Java及び電子申請プログラムのバージョンが旧い可能性がございます。

現在のe－GovにおけるJavaの推奨環境は最新版であるJava SE 8 Update 71となります
ので、最新版をインストールしてください。

電子申請プログラムは平成27年12月22日より最新版が公開されています。e-Gov電子申請
システムの利用準備メニューより最新版の電子申請プログラムのインストールを行ってくだ
さい。

Q２.

「申請する」のボタンを押しても、画面が切り替わらない。

A2.

ご利用のブラウザのポップアップブロック機能によって表示制限がされている可能性があり
ます。キーボードの「Ctrl」＋「Alt」を押しながら「申請する」をクリックしてください。
それでも画面が切り替わらない場合は次ページを参考に設定変更をしてください。

Q３．

基本情報入力画面で「進む」ボタンを押した後、入力チェックでエラーが表示される。

A3.

エラー内容が「申請提出者IDもしくはパスワードが間違っています・・・」の場合、IDもし
くはパスワードの入力誤りか、申請提出者IDの有効期間が切れている可能性がございます。
「申請提出者情報を変更する」から申請提出者IDの有効期間の変更を行ってください

＜電子申請システムに関する問い合わせ先＞

国土交通省総合政策局行政情報化推進課
03-5253-8111（代表）
内線 （主）28-344 （副） 28-343、28-345
対応時間：平日：9:30～18:00（12:00～13:00を除く。）

６



７


